
令和３年(2021 年)８月の大雨 

特定災害対策本部会議（第１回） 

 

議 事 次 第 

 

 

 

日時：令和３年８月 13日（金）15：00～ 

場所：合同庁舎８号館３階 災害対策本部会議室 

 

 

１．開会 

 

２．今後の気象の見通し 

 

３．被害状況及び各省庁の対応状況等について 

 

４．実施方針について 

 

５．棚橋特定災害対策本部長発言 

 

６．閉会 

 



前線による大雨について
（土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。)

＜ポイント＞ 13日13時00分に、広島県に発表していた大雨特別警報を警報へ切り替えた。今後も、
西日本から東日本では、ところによっては大雨特別警報を発表する可能性がある。九州北部地方で
は記録的な大雨となっている。前線が向こう一週間程度は本州付近に停滞し、西日本から北日本の
広い範囲で重大な災害の発生するおそれが高くなる見込み。

＜概況＞対馬海峡付近から日本の東にのびる前線は、向こう一週間程度は本州付近に停滞する見込
み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、前線の活動が
活発な状態が続く。

＜大雨＞九州北部地方では11日からの降水量が700ミリを超えたところがあり、記録的な大雨となって
いる。引き続き、明日14日にかけて西日本を中心に非常に激しい雨が断続的に降り、西日本から北
日本の広い範囲で大雨となる所がある見込み。15日以降も雨が降りつづくため、既に記録的な大雨
となっている九州では更に大雨が続き、普段雨の少ない山陰から北陸にかけての日本海側や瀬戸内
海に面した地域でも大雨となる見込み。

＜警戒事項＞これまでの大雨により、西日本から北日本にかけて地盤が緩んでおり、九州、中国、北陸
地方では土砂災害の危険度が非常に高いところがある。また、中国地方では、これまでの大雨により
増水し氾濫が発生した河川がある。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。
竜巻など激しい突風にも注意。

令和3年8月13日13時00分

大雨の警報級となる可能性のある期間
（■可能性がある、■可能性が高い）

実況と予想される雨量 (単位:ミリメートル)

予想天気図

8月14日21時

衛星画像

8月13日13時

前線に伴う雨雲

8月13日13時

土砂キキクル（危険度分布）

1 気象庁
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これまでの降水の状況

※１ 観測史上一位を更新した地点
※２ これまでの８月の一位を更新した地点

※１

※１

※１

※２

※２

※２

※２

※２
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今後１週間の見通し

＜ポイント＞ 前線が向こう一週間程度は本州付近に停滞し、西日本から北日本の広い範囲で重大
な災害の発生するおそれが高くなる見込み。

※ハッチ域は降水が予想される地域

8月15日 8月16日

8月20日

8月17日

8月18日 8月19日
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８月の大雨による主な被害状況と警察活動

【長崎県雲仙市】
土砂崩れで民家巻き込み
〇調査中死体 １名
〇安否不明 ２名
〇救出済み １名

【広島県安芸高田市】
人が川に流された
⇒ 県警と消防で捜索を実施
し、下流で消防が救助済み

【広島県広島市】
「車が流された」との目撃情報
⇒ 捜索中

〇 警察庁では、次長を長とする特定災害警備本部を設置
〇 全国において警察ヘリや広域緊急援助隊の即応体制を構築

長崎県雲仙市での救助活動
民家２棟が土砂崩れに巻き込まれたことから、長

崎県警察の機動隊等において、関係機関と連携した
救助活動や安否不明者の捜索活動を実施。
また、モバイルカメラで官邸等に現場映像を配信。

▲ 土砂崩れに巻き込まれた民家

▲ 県警の機動隊員による救助活動

警 察 庁

特定災害警備本部

２２警察庁
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令和３年８月 13 日(金)13:00 現在 

総 務 省

８月 11 日からの大雨による被害状況等について（第２報） 

 Ⅰ 被害状況 

１．通信関係 

事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
注
１
）

NTT 東日本 ・被害情報なし

NTT 西日本 ・被害情報なし

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害情報なし

KDDI ・被害情報なし

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害情報なし

携
帯
電
話
等
（
注
２
）

NTT ﾄﾞｺﾓ ・被害情報なし

KDDI(au) 

・被害情報なし→２市の一部エリアに支障あり。

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。

広島県（２市） 

広島市、安芸高田市 

※役場エリアに支障なし。

※合計 24 局停波

（内訳） 

広島県 24 局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害情報なし

楽天ﾓﾊﾞｲﾙ ・被害情報なし

（注１） 事業者が把握可能な通信ビルの被害情報を記載。「被害情報なし」であっても、通信

ビルから利用者宅の設備（電柱や通信ケーブル等）の罹災により固定電話等が利用で

きない場合がある。 

（注２） 主な停波原因は伝送路断及び停電。「役場エリア」とは、市町村役場（本庁舎）をカ

バーするエリア。 

○防災行政無線

・都道府県防災行政無線：被害情報なし

・市町村防災行政無線 ：被害情報なし

（注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載。

２. 放送関係

被害情報なし

３．郵政関係 

＜窓口業務関係＞ 

・大雨の影響により、福岡県 14 局、佐賀県 10 局、長崎県 3局、熊本県 52 局、大分県 8

局、鹿児島県 9局の計 96 局が窓口業務を休止

６ 総務省 
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＜配達業務関係＞ 

・佐賀県 3局、熊本県 9局の計 12 局が配達休止

・福岡県 7局、佐賀県 1局、長崎県 8局、熊本県 9局、大分県 18 局、鹿児島県 2局の計 45

局が配達見合せ

Ⅱ 総務省の対応状況  

○ ８月 12 日(木)11 時 00 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置

〇 ８月 13 日(金)11 時 00 分、情報連絡室を災害対策本部（長：大臣官房長）に改組

〇 ８月 13 日(金)、総務省災害関係局長級会議（第１回）・総務省災害対策本部会議（第１回）

開催（メール開催） 

○ リエゾン派遣

・通信サービス等の確保に関しては、8 月 13 日(金)MIC-TEAM（災害時テレコム支援チーム）

として、職員 1名を福岡県に派遣。 

○ 人的支援について

・８月 13 日（金）、大雨特別警報が発令された広島県に対し「８月 11 日からの大雨への対応

について」を発出し、被災自治体だけでは災害対応が困難な場合は、躊躇なく応援職員の派

遣要請を行うよう助言。 

〇 市町村の行政機能の確保状況（８月１３日（金）１２：３０現在） 

・市町村の行政機能の確保状況について、大雨特別警報が発令された広島県広島市への聞き取

りを行ったところ、庁舎への被害はなく、災害対応業務に支障は生じていない。 

○ 総務省災害対策用移動通信機器の貸与状況

貸出自治体 貸出機器 台数 
（参考） 

事業者等貸出数 

自衛隊（西部方面隊） 
携帯電話 

タブレット
― 

50 

８ 

○ 関係機関への依頼状況

・各地方総合通信局に対して、被災自治体・通信事業者等との連携による迅速な復旧対応、

プッシュ型による積極的な災害対策用移動通信機器の貸出等を依頼 

・東京・大阪備蓄分の無線機等について、中国地方へ計 100 台・九州地方へ計 154 台を移送

準備中 

Ⅲ 事業者等の対応状況 

１．避難所等支援 

○携帯電話等貸出状況（再掲：上記Ⅱ「（参考）事業者貸出数」）

・NTT ドコモ

携帯電話 50 台、タブレット ８台

大臣官房総務課防災・調整係 

電 話 03-5253-5090 

ＦＡＸ  03-5253-5093 
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厚 生 労 働 省 

令和３年８月 13 日 

1 2 時 3 0 分 現 在 

８月 11 日からの大雨について（第２報） 

１ 厚生労働省における対応 

（1） 8/12  11:00  厚生労働省災害情報連絡室設置 

  8/13   11:30  厚生労働省災害対策本部設置 

２ 医療関係 

（1）医療関係全般

・各都道府県に対し、大雨の影響による医療施設等の被害情報について

EMIS 等を通じた情報収集、情報提供を依頼。また、都道府県等を通じ

て、管内施設管理者に対し、気象・防災情報に留意しつつ、必要な行

動をとるよう注意喚起を依頼（8/12）。

・8月13日（金）に予定していた EMISのメンテナンス作業を今回の対応の

ために延期とし、関係者に周知。（8/12）

（2）EMIS の運用状況（８月13日 12時 00分時点）

8月11日 大分県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

8月11日 鹿児島県 EMIS 警戒モードに切り替え。 

8月12日 広島県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

8月12日 福岡県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

8月12日 熊本県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

8月12日 長崎県  EMIS 警戒モードに切り替え。 

8月13日 佐賀県   EMIS 警戒モードに切り替え。 

（3）医療施設の被害状況（８月13日 12時 00分時点）

大分県、鹿児島県、広島県、福岡県、熊本県、長崎県 、佐賀県 では、

EMIS 情報及び県庁情報で、現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に

努める。

（4）DMAT 活動状況（８月13日 12時 00分時点）

現時点で活動情報無し。

（5）医薬品・医療機器製造販売業、卸売販売業関係

１１ 厚生労働省 
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・都道府県・業界団体等に対して注意喚起を行うとともに被害状況の確

認を依頼（8/11） 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

・水道事業者等に対して、水道施設の被害等に対する警戒及び二次災害

への留意を要請。併せて、都道府県等に対して、断水等被害情報の積

極的な収集及び円滑な連絡・対応を要請（8/12）。 

・広島県、長崎県、熊本県内の５事業者において、水道管の損壊等によ

り598戸が断水中(最大断水戸数 ※796戸、うち198戸が解消済み）。 

※各市町村の最大断水戸数の合計 

・引き続き情報収集に努める。 

 

県・市町村 
・事業者名 

断水戸数（戸） 断水 
期間 被害等の状況 

最大 現在 
【広島県】 

安芸
あ き

高田市
た か た し

 

 
59 

 
 

 
59 

 

 
8/13～ 

 

・詳細確認中 

【長崎県】 

南島原市
みなみしまばらし

 

 
250 

 
 

 
52 

 

 
8/13～ 

 

・道路崩落に伴う配水管の損壊によ

る断水 

・応急復旧実施中 

【熊本県】 

天草市
あ ま く さ し

 

 
351 

 

 
351 

 
 

 
8/13～ 

 

・道路崩落に伴う水道管損壊等によ

る断水 

・応急給水実施中 

・応急復旧実施中 

小国町
お ぐ に ま ち

 132 132 8/12～ ・河川沿いの配水管破損 

・応急給水実施中 

・応急復旧準備中 

苓北町
れいほくまち

 4 
 

4 
 

8/13～ ・道路崩落に伴う水道管損壊による

断水 

・詳細確認中 

合計 796 598   

 

 

４ 社会福祉施設等関係    

（1）高齢者関係施設の被害状況 
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  現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）障害児･者関係施設の被害状況 

  現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（3）児童関係施設等の被害状況 

  現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（4）その他 

各都道府県・指定都市・中核市に対し、大雨等の影響による社会福祉施

設等の被害情報の収集体制の確保や停電時の支援体制の確認とともに、速

やかな被害状況の把握と情報提供を依頼。併せて、都道府県等を通じて、

社会福祉施設等の管理者に対し、気象・防災情報やハザードマップに留意

しつつ、早期避難など必要な対策をとるよう注意喚起を依頼（8/12）。 

 

 

５ 保健・衛生関係 

（1) 人工透析 

各都道府県に対し、透析医療の提供が困難となる事態にも対応できるよ

う注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した

（8/12）。また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した    

(8/12)。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）人工呼吸器在宅療養難病患者 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に対し、特に在宅で人

工呼吸器を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行う 

とともに、被害発生時における報告を要請（8/12）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用して 

いる難病患者への被害情報の把握について協力を依頼（8/12）。 

 現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  

(3) その他 

○感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 
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６ 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係 

（1）薬局、薬剤師 

・各都道府県等に対し、大雨についての注意喚起とともに、薬局の被害

状況を把握した場合には報告するよう依頼（8/12）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（2）輸血用血液製剤 

・日本赤十字社等に対し、大雨についての注意喚起とともに、輸血用血

液製剤関係の被害情報等の収集と共有を行うよう依頼（8/12）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

（3）毒物劇物 

・各都道府県等に対し、大雨についての注意喚起とともに、毒物劇物関

係の被害状況を把握した場合には報告するよう依頼（8/12）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 

 

７ 地方支分部局関係 

（1）管内の状況 

・8/13午後、広島労働局管内の一部署所について閉庁又は公共職業安定 

所の雇用保険部門を除き業務停止する 

閉庁：三次監督署、広島北監督署 

雇用保険業務を除き業務停止：広島西条所、三次所、安芸高田出張 

所、可部所、広島東所 

 

 

以上 



 

                            １２ 

令和３年８月 13日 

13時 00分現在 

 

８月 11 日からの大雨に係る農林水産関係の被害状況（第３報） 

 

 農林水産関係の被害状況等を報告します。 

 
１ ため池・ダム等の被害情報  
（１）防災重点ため池 
・被害情報なし。 
（防災重点ため池の点検対象 166箇所（広島県広島市）で点検中） 

※大雨特別警報が発表された場合、緊急点検を実施 

 
（２）ダム 
・被害情報なし。 

 

２ 農作物等の被害   

・現時点で被害の報告はありません。 

（長崎県における山地災害については確認中） 

 

３ 農林水産省の対応  

＜本省＞ 

・大臣官房地方課災害総合対策室に８月 11 日からの大雨に関する農林水

産省災害情報連絡室設置（８月 12日（木）） 

・長野県の牧尾ダム（水機構ダム：８月 11日（水）13:30から）、愛知県の

羽布ダム（国造ダム：８月 12日（木）15:00から）、岡山県の黒木ダム・

久賀ダム（補助ダム：８月 11日（水）17:10から）で事前放流を実施 

 

＜地方農政局等＞ 

・前線による大雨に係る中国四国農政局災害対策連絡会を設置 

（８月 12日（木）） 

・８月 11 日からの大雨に係る九州農政局災害対策本部を設置、第１回を

開催（８月 12日（木））（気象等の情報共有） 

・中国四国農政局災害対策本部を設置（８月 13日（金）） 

 

＜森林管理局＞ 

・前線による大雨に係る近畿中国森林管理局災害情報連絡室を設置 

（８月 12日（木）） 

・前線による大雨に係る四国森林管理局災害情報連絡室を設置 

（８月 12日（木）） 



・８月 11日からの大雨に係る九州森林管理局災害対策本部を設置 

（８月 12日（木）） 

 

４ 地方公共団体等に対する情報提供  

＜８月 11日（水）＞ 

・九州農政局が「大雨等による農作物等の被害防止に向けた注意喚起につ

いて」を通知 

 

＜８月 12日（木）＞ 

・大臣官房が前線による大雨に係る関係省庁災害警戒会議の概要を、地方

農政局等を通じて地方自治体の関係部局に共有し、連絡体制を確認 

・大臣官房がＭＡＦＦアプリや省公認のフェイスブック及びツイッター

を活用し、直接農林漁業者に対し、前線による大雨に厳重に警戒するこ

とを呼びかけ 

・林野庁が「前線による大雨に伴う山地災害の未然防止について」を通知 

・水産庁が「台風の接近に伴う大雨等による被害に対する水産多面的機能

発揮対策事業の活用について」を通知 



 前線による大雨に伴う被害について 

（８月１３日（金）１２：００時点 ＜第４報＞ ） 

 

令和３年８月１３日 

経 済 産 業 省 

 

■経済産業省では、８月１２日（木）１１：００に災害連絡室を設置。 

 

■現時点で把握している経済産業省関連の被害状況は以下のとおり。 

 ※下線は変更・追記箇所 

 

 

１．電 力 

●東北電力管内 停電：約 10戸 

・福島県 約 10戸（本日 12時頃復旧見通し） 

 

●東京電力管内 停電：約 100戸 

・神奈川県 約 100戸（本日 11時頃発生。原因調査中） 

 

●関西電力管内 停電解消 

 

●中部電力管内 停電：約 30戸 

 ・長野県 約 30戸（10：40頃発生。原因調査中） 

 

●中国電力管内 停電：約 190戸 

・島根県 約 40戸（本日 13時頃復旧見通し） 

・広島県 約 120戸（原因調査中） 

・山口県 約 30戸（本日 13時頃復旧見通し） 

 

●四国電力管内 停電：約 250戸 

・香川県 約 20戸（本日 13時頃復旧見通し） 

・愛媛県 約 200戸（原因調査中） 

・徳島県 約 30戸（本日 14時頃復旧見通し） 

 

●九州電力管内 停電：約 40戸 

・長崎県 約 20戸（復旧作業中。本日復旧見通し） 

・熊本県 約 20戸（原因調査中） 

 

・電力各社等との連絡体制を構築済み。 

 

 

 

 

１３ 経済産業省 



２．ガ ス 

 ●都市ガスについて、被害情報なし。 

  ・業界団体との連絡体制を構築済み。 

 

●ＬＰガスについて、被害情報なし。 

 ・関係団体との連絡体制を構築済み。 

 

 

３．高圧ガス・火薬類 

●高圧法および石災法に係る設備における被害情報なし。 

 ・関係機関との連絡体制を構築済み。 

 

●鉱山及び火薬関係での被害情報なし。 

 ・産業保安監督部、関係団体との連絡体制を構築済み。 

 

 

４．製油所・油槽所、ＳＳ 

 ●製油所・油槽所について、被害情報なし。 

  ・業界団体及び元売各社と情報収集体制を構築済み。 

 

●ＳＳについて、被害情報なし。 

 ・関係団体との連絡体制を構築済み。 

 

 

５．コンビニ 

 ●被害情報なし。 

  ・関係企業との連絡体制を構築済み。 

 

 

６．工業用水関係 

 ●被害情報なし。 

  ・地方経産局との連絡体制を構築済み。 

 

 

７．製造業等 

 ●被害情報なし。 

・関係団体との連絡体制を構築済み。 

 



令和３年８月 13 日  

内閣府（防災担当） 

永田クラブ、経済研究会、国土交通記者会 へ公表 

令和３年８月１１日からの大雨による災害にかかる 

災害救助法の適用について 

１．災害の概要 

令和３年８月 11日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受

けるおそれが生じていることから、広島県は広島市安佐北区に災害救助法の適用を決定

した。 

災害救助法 

適用市町村 
法適用日 被害の状況等 備  考 

【広島県】 

広島市安佐北区 
（ひろしましあさきたく） 

８月 12日 

８月 11 日からの大雨により、多数の者

が生命又は身体に危害を受け、又は受ける

おそれが生じており、継続的に救助を必要

としている。 

災害救助法施行

令第１条第１項

第４号適用 

２．これまでにとられた措置 

・避難所の設置 等

本件問合せ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者生活再建担当）付 

 阿部、森戸、柚上、戸倉、山地 

TEL 03-5253-2111（内線51276） 

03-3503-9394（直通）

８月 13日 14時 00分公表 

２０　内閣府



災害応急対策等に関する実施方針（案） 

 

令 和 ３ 年 ８ 月 1 3 日 

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 ) ８ 月 の 大 雨 

特 定 災 害 対 策 本 部 

 

以下の方針に基づき、地方自治体及び関係機関・団体と緊

密に連携し、避難支援等の事前対策と災害応急活動に総力を

挙げて取り組むとともに、被災地域の生活及び経済活動の早

期回復に全力を尽くす。 

 

１ 地方自治体とも緊密に連携し、浸水や土砂災害が想定さ

れる地区の住民の避難が確実に行われるよう、避難や大

雨・河川の状況等に関する情報提供等を適時的確に行う。 

 

２ 迅速な情報収集を行い、被害状況の把握に全力を尽くす。 

 

３ 人命の救助を第一に、行方不明者等の一刻も早い救命・

救助に全力を尽くす。 

 

４ 先手先手で、被害の拡大防止に万全を期す。 

 

５ コロナ禍であることを踏まえ、避難所の生活環境整備や

避難者の生活必需品の確保に努める。 

 

６ 電気、通信、水道等のライフラインの早期復旧に努め、

被災住民の生活復旧のため、早期改善に全力で当たる。 

 

７ 関係省庁が連携して、被災者支援に取り組む。 
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